
JP 2010-29290 A 2010.2.12

10

(57)【要約】
【課題】乳児を抱っこして乳児の体重を両肩に受けた場
合であっても、使用者の姿勢を良好に維持することが可
能なベビーキャリア装置を提供する。
【解決手段】ベビーキャリア装置１０は、乳児を保持す
るベビーキャリア本体２０と、ベビーキャリア本体２０
を保持する一対の肩ベルト１５と、一対の肩ベルト１５
に連結されたＸ字状の背ベルト３０とを備えている。一
対の連結ベルト４０は、Ｘ字状の背ベルト３０の一対の
下端部３１と対応するベビーキャリア本体２０下部とを
連結し、各連結ベルト４０は、ベビーキャリア本体２０
下部からＸ字状の背ベルト３０下部を通って、対応する
肩ベルト１５側へ延びてこの肩ベルト１５に固定されて
いる。各連結ベルト４０を縮ませることにより、対応す
る肩ベルト１５をＸ字状の背ベルト３０側へ移動させ、
これにより使用者の両肩を開いて使用者の姿勢を良好に
維持する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳児を抱っこする際に使用者が装着するベビーキャリア装置において、
　乳児を保持するベビーキャリア本体と、
　ベビーキャリア本体を保持する一対の肩ベルトと、
　一対の肩ベルトに連結されたＸ字状の背ベルトと、
　Ｘ字状の背ベルトの一対の下端部と対応するベビーキャリア本体下部とを連結する一対
の連結ベルトとを備え、
　各連結ベルトは、ベビーキャリア本体下部からＸ字状の背ベルト下部を通って、対応す
る肩ベルト側へ延びてこの肩ベルトに固定され、
　各連結ベルトを縮ませることにより、対応する肩ベルトをＸ字状の背ベルト側へ移動さ
せ、これにより使用者の両肩を開くことを特徴とするベビーキャリア装置。
【請求項２】
　各連結ベルトは、ベビーキャリア本体下部に連結された本体側連結ベルトと、肩ベルト
に連結され、Ｘ字状の背ベルト内を通過してＸ字状の背ベルト下部から外方へ表出する肩
側連結ベルトと、本体側連結ベルトおよび肩側連結ベルトを互いに着脱自在に連結するバ
ックルとを有することを特徴とする請求項１記載のベビーキャリア装置。
【請求項３】
　バックルはメス側バックルとオス側バックルとからなり、メス側バックルおよびオス側
バックルのうち一方は、対応する本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトを巻き付けるバ
ーを有し、バー側の当該本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトの端部をバーに沿って摺
動させることにより、連結ベルトが伸縮可能となることを特徴とする請求項２記載のベビ
ーキャリア装置。
【請求項４】
　本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトにバックルサポーターが取り付けられ、バック
ルサポーターは、ベビーキャリア装置を装着した際、各バックルと使用者との間に位置す
ることを特徴とする請求項２または３記載のベビーキャリア装置。
【請求項５】
　ベビーキャリア本体は、乳児の両足を挿通する一対の足ぐりベルトと、一対の足ぐりベ
ルト間に設けられ、乳児の臀部を保持する臀部保持部とを有し、臀部保持部に、互いに離
間して配置された一対の保持部連結手段が設けられ、この一対の保持部連結手段を連結す
ることにより、臀部保持部の幅をこの一対の保持部連結手段間の長さだけ狭くすることが
可能となることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載のベビーキャリア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳児を抱っこする際に使用者が装着するベビーキャリア装置に係り、とりわ
け乳児を抱っこした際、使用者の両肩が前傾することがなく、使用者の姿勢を良好に維持
することが可能なベビーキャリア装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、母親等の保護者が、例えば１歳未満の乳児を抱っこして移動する場合、体の正面
側に子守帯を装着するとともに、この子守帯に乳児を保持した状態で抱っこすることが行
われている。
【０００３】
　一般にこのような子守帯は、使用者（保護者）の両肩に保持される一対の肩ベルトと、
この一対の肩ベルトに連結され、乳児を収容するとともに使用者の前方で乳児を保持する
乳児保持部とを有している。
【特許文献１】特開２００６－６１３８２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、使用者がこのような子守帯を使用して乳児を抱っこした場合、使用者は
、乳児の体重を一対の肩ベルトを介して自己の両肩に受けることとなる。このため、乳児
の体重によって使用者の両肩が前傾し、自然に猫背になってしまい、使用者の姿勢が悪く
なってしまう。このように姿勢が悪くなることは、見た目上の観点からも健康上の観点か
らも好ましくない。
【０００５】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、乳児を抱っこして乳児の体重
を両肩に受けた場合であっても、使用者の姿勢を良好に維持することが可能なベビーキャ
リア装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、乳児を抱っこする際に使用者が装着するベビーキャリア装置において、乳児
を保持するベビーキャリア本体と、ベビーキャリア本体を保持する一対の肩ベルトと、一
対の肩ベルトに連結されたＸ字状の背ベルトと、Ｘ字状の背ベルトの一対の下端部と対応
するベビーキャリア本体下部とを連結する一対の連結ベルトとを備え、各連結ベルトは、
ベビーキャリア本体下部からＸ字状の背ベルト下部を通って、対応する肩ベルト側へ延び
てこの肩ベルトに固定され、各連結ベルトを縮ませることにより、対応する肩ベルトをＸ
字状の背ベルト側へ移動させ、これにより使用者の両肩を開くことを特徴とするベビーキ
ャリア装置である。
【０００７】
　本発明は、各連結ベルトは、ベビーキャリア本体下部に連結された本体側連結ベルトと
、肩ベルトに連結され、Ｘ字状の背ベルト内を通過してＸ字状の背ベルト下部から外方へ
表出する肩側連結ベルトと、本体側連結ベルトおよび肩側連結ベルトを互いに着脱自在に
連結するバックルとを有することを特徴とするベビーキャリア装置である。
【０００８】
　本発明は、バックルはメス側バックルとオス側バックルとからなり、メス側バックルお
よびオス側バックルのうち一方は、対応する本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトを巻
き付けるバーを有し、バー側の当該本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトの端部をバー
に沿って摺動させることにより、連結ベルトが伸縮可能となることを特徴とするベビーキ
ャリア装置である。
【０００９】
　本発明は、本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトにバックルサポーターが取り付けら
れ、バックルサポーターは、ベビーキャリア装置を装着した際、各バックルと使用者との
間に位置することを特徴とするベビーキャリア装置である。
【００１０】
　本発明は、ベビーキャリア本体は、乳児の両足を挿通する一対の足ぐりベルトと、一対
の足ぐりベルト間に設けられ、乳児の臀部を保持する臀部保持部とを有し、臀部保持部に
、互いに離間して配置された一対の保持部連結手段が設けられ、この一対の保持部連結手
段を連結することにより、臀部保持部の幅をこの一対の保持部連結手段間の長さだけ狭く
することが可能となることを特徴とするベビーキャリア装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように本発明によれば、各連結ベルトを縮ませることにより、対応する肩ベルト
をＸ字状の背ベルト側へ移動させ、これにより使用者の両肩を開くことができるので、乳
児を抱っこして乳児の体重を両肩に受けている場合であっても、使用者の姿勢を良好にす
ることができる。
【００１２】
　また本発明によれば、各連結ベルトは、本体側連結ベルトおよび肩側連結ベルトを互い
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に着脱自在に連結するバックルを有するので、バックルを着脱することにより、使用者が
ベビーキャリア装置を容易に装着することができる。
【００１３】
　また本発明によれば、バー側の本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトの端部をバーに
沿って摺動させることにより、連結ベルトが伸縮可能となるので、本体側連結ベルトまた
は肩側連結ベルトの端部を前方に引っ張ることにより、容易に連結ベルトを縮ませること
ができ、使用者の両肩を開いて姿勢を良好にすることができる。
【００１４】
　また本発明によれば、本体側連結ベルトまたは肩側連結ベルトにバックルサポーターが
取り付けられ、バックルサポーターは、ベビーキャリア装置を装着した際、各バックルと
使用者との間に位置するので、各バックルが使用者の脇腹に当たってこすれて痛みを感じ
ることがない。
【００１５】
　また本発明によれば、臀部保持部に、互いに離間して配置された一対の保持部連結手段
が設けられ、この一対の保持部連結手段を連結することにより、臀部保持部の幅をこの一
対の保持部連結手段間の長さだけ狭くすることが可能となっているので、乳児の体の大き
さに合わせてベビーキャリア本体に保持される乳児の位置を調整することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。
　図１は、本実施の形態によるベビーキャリア装置の正面図であり、図２は、本実施の形
態によるベビーキャリア装置の背面図である。図３は、ベビーキャリア本体の臀部保持部
を示す拡大図であり、図４は、バックル周囲の拡大図である。図５（ａ）～（ｅ）は、使
用者がベビーキャリア装置を着用するステップを示す図であり、図６（ａ）～（ｄ）は、
ベビーキャリア装置に乳児を乗せるステップを示す図である。図７（ａ）（ｂ）は、連結
ベルトを縮ませた場合と縮ませなかった場合とで、使用者の姿勢を比較する図である。
【００１７】
　まず、図１乃至図４により本実施の形態によるベビーキャリア装置の概要について説明
する。
【００１８】
　本実施の形態によるベビーキャリア装置１０は、乳児を抱っこする際に母親等の使用者
が装着するものである。このベビーキャリア装置１０は、図１および図２に示すように、
乳児を使用者の正面側で保持するためのベビーキャリア本体２０と、このベビーキャリア
本体２０を保持する一対の肩ベルト１５とを備えている。
【００１９】
　このうち一対の肩ベルト１５に、装着時に使用者の背中に当接するＸ字状の背ベルト３
０が連結されている。またＸ字状の背ベルト３０の一対の下端部３１と、対応するベビー
キャリア本体２０下部との間に、一対の連結ベルト４０が連結されている。
【００２０】
　図１および図２に示すように、ベビーキャリア本体２０は、ベビーキャリア本体２０に
乳児を保持した際、乳児の背部に当接する背中保持部２１を有している。背中保持部２１
の内側下部には、乳児の両足を挿通させる一対の挿通孔２２ａを形成する一対の足ぐりベ
ルト２２が設けられている。また、一対の足ぐりベルト２２間に、乳児の臀部を保持する
臀部保持部２３が設けられている。そして、上述した一対の連結ベルト４０の一端が、ベ
ビーキャリア本体２０下部、具体的には各足ぐりベルト２２と臀部保持部２３との間に取
り付けられている。
【００２１】
　またベビーキャリア本体２０の背中保持部２１の外面中央には、調整紐２４が設けられ
ている。調整紐２４は、背中保持部２１の左右の幅を調整するためのものであり、背中保
持部２１の上下方向に沿って設けられている。
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【００２２】
　この調整紐２４には、ストッパー２５が摺動自在に設けられている。ストッパー２５は
、調整紐２４を一定の長さに保持することにより背中保持部２１の幅を一定に保持するた
めのものである。
【００２３】
　さらに背中保持部２１の上部両端には、一対の連結片２６が設けられている。この一対
の連結片２６により、ベビーキャリア本体２０と各肩ベルト１５とが互いに連結されてい
る。
【００２４】
　ところで図３に示すように、ベビーキャリア本体２０の臀部保持部２３には、互いに離
間して配置された一対の連結ファスナー２７が設けられている。また、臀部保持部２３に
は、互いに離間して配置された一対の連結ホック２８が更に設けられている。そして一対
の連結ファスナー２７同士および／または一対の連結ホック２８同士を互いに着脱するこ
とにより、臀部保持部２３の幅を調整可能となっている。
【００２５】
　すなわち身長が小さい乳児をベビーキャリア本体２０に乗せる場合には、一対の連結フ
ァスナー２７同士および／または一対の連結ホック２８同士を互いに連結する。これによ
り、臀部保持部２３の幅を長さＬ1または長さＬ2だけ狭め、ベビーキャリア本体２０の深
さを浅くすることができる。
【００２６】
　他方、身長がある程度大きく成長した乳児をベビーキャリア本体２０に乗せる場合には
、一対の連結ファスナー２７同士および一対の連結ホック２８同士の連結を解除する。こ
れにより、臀部保持部２３の幅を広くし、ベビーキャリア本体２０の深さを深くすること
ができる。
【００２７】
　このように、一対の連結ファスナー２７同士および／または一対の連結ホック２８を着
脱することにより、臀部保持部２３の幅を調整し、乳児の体の大きさに合わせてベビーキ
ャリア本体２０に保持される乳児の高さ位置を調整することができる。なお本実施の形態
において、連結ファスナー２７および連結ホック２８は、それぞれ保持部連結手段を構成
する。
【００２８】
　一方、図１および図２に示すように、Ｘ字状の背ベルト３０は、一対の下端部３１を有
している。各下端部３１のうち背ベルト３０の中心側には、上側ベルト通し穴３２が形成
されている。また下端部３１の先端側には、下側ベルト通し穴３３が形成されている。
【００２９】
　図１および図２に示すように、連結ベルト４０は、本体側連結ベルト４１と肩側連結ベ
ルト４２とを有している。また各本体側連結ベルト４１と各肩側連結ベルト４２との間に
、バックル４３が設けられている。このバックル４３は、本体側連結ベルト４１と肩側連
結ベルト４２とを互いに着脱自在に連結するものである。
【００３０】
　本体側連結ベルト４１は、ベビーキャリア本体２０下部から延び、バックル４３によっ
て対応する肩側連結ベルト４２に連結される。このように各本体側連結ベルト４１と各肩
側連結ベルト４２とが互いに連結されることにより、背ベルト３０の下端部３１とベビー
キャリア本体２０下部とが互いに連結される。
【００３１】
　他方、肩側連結ベルト４２は、Ｘ字状の背ベルト３０の下端部３１内を通って、対応す
る肩ベルト１５側へ延び、肩ベルト１５に固定されている。
【００３２】
　すなわち肩側連結ベルト４２は、それぞれ肩ベルト１５側からＸ字状の背ベルト３０の
上側ベルト通し穴３２へ挿通され、背ベルト３０の下端部３１内部を通過し、背ベルト３



(6) JP 2010-29290 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

０の下側ベルト通し穴３３から外方へ表出する。
【００３３】
　一方、図４に示すように、バックル４３は、それぞれ各本体側連結ベルト４１に設けら
れたオス側バックル４３ａと、各肩側連結ベルト４２先端に取り付けられたメス側バック
ル４３ｂとからなっている。そしてオス側バックル４３ａとメス側バックル４３ｂとを着
脱することにより、使用者は、ベビーキャリア装置１０を容易に着脱することができる。
【００３４】
　本体側連結ベルト４１側のオス側バックル４３ａは、本体側連結ベルト４１を巻き付け
るバー４３ｃを有している。そして、オス側バックル４３ａとメス側バックル４３ｂとを
連結した後、本体側連結ベルト４１の端部４１ａをバー４３ｃに沿って摺動させることに
より、連結ベルト４０を伸縮させることができる。すなわち本体側連結ベルト４１の端部
４１ａを使用者前方（図４の矢印方向）に引っ張ることにより、連結ベルト４０全体の長
さが縮められる。これにより対応する肩ベルト１５をＸ字状の背ベルト３０側へ移動させ
ることができる。
【００３５】
　逆に、本体側連結ベルト４１のうちベビーキャリア本体取付部側４１ｂを前方に引っ張
ると、連結ベルト４０全体の長さが伸び、連結ベルト４０を緩めることができる。
【００３６】
　ところで、図４に示すように、各肩側連結ベルト４２のうち、メス側バックル４３ｂ近
傍に、それぞれバックルサポーター４４が取り付けられている。各バックルサポーター４
４は、柔らかい材質からなるとともに、メス側バックル４３ｂに当接するようになってい
る。
【００３７】
　このバックルサポーター４４は、使用者がベビーキャリア装置１０を装着した際、各バ
ックル４３と使用者との間に位置するようになっている。これにより、各バックル４３が
使用者の脇腹に直接当たり、こすれて痛みを感じることがない。なお各バックルサポータ
ー４４は、本体側連結ベルト４１側に取り付けられていても良い。
【００３８】
　なおメス側バックル４３ｂを本体側連結ベルト４１に取り付けるとともに、オス側バッ
クル４３ａを肩側連結ベルト４２に取り付けても良い。また、オス側バックル４３ａに代
えて、メス側バックル４３ｂに肩側連結ベルト４２を巻き付けるバーが設けられていても
良い。この場合、バー側の肩側連結ベルト４２の端部をバーに沿って摺動させることによ
り、連結ベルト４０を伸縮させても良い。
【００３９】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について述べる。はじめに、図５（
ａ）～（ｅ）により、使用者Ｍがベビーキャリア装置１０を装着する際の作用について述
べる。
【００４０】
　まず、図１および図２に示すベビーキャリア装置１０を準備し、各バックル４３のオス
側バックル４３ａとメス側バックル４３ｂとを予め取り外しておく。次に、使用者Ｍは、
各肩ベルト１５、各肩側連結ベルト４２、およびＸ字状の背ベルト３０の間に形成される
空間に、腕Ａを通す（図５（ａ））。
【００４１】
　次に、使用者Ｍは、Ｘ字状の背ベルト３０、ベビーキャリア本体２０、および一対の肩
ベルト１５の間に形成される空間に頭部を通し、ベビーキャリア装置１０を装着する（図
５（ｂ））。次いで、使用者Ｍは、Ｘ字状の背ベルト３０の各下端部３１を下方へ引き下
げ、背ベルト３０の各下端部３１が使用者Ｍの左右の腰部付近に位置するようにする。
【００４２】
　続いて、使用者Ｍは、各本体側連結ベルト４１のオス側バックル４３ａを、対応する肩
側連結ベルト４２のメス側バックル４３ｂに嵌め込み、本体側連結ベルト４１と肩側連結
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ベルト４２とをそれぞれ互いに連結する（図５（ｃ））。このように各本体側連結ベルト
４１と各肩側連結ベルト４２とが互いに連結されることにより、背ベルト３０の下端部３
１とベビーキャリア本体２０下部とが連結される。
【００４３】
　次に、使用者Ｍは、一対の本体側連結ベルト４１の端部４１ａを使用者Ｍの内側前方に
引っ張る（図５（ｄ））。この際、各本体側連結ベルト４１の端部４１ａがバー４３ｃに
沿って前方に移動されることにより、各本体側連結ベルト４１の長さが縮められる。これ
により、各連結ベルト４０全体の長さも縮められる。
【００４４】
　このように連結ベルト４０の長さが縮められることにより、各肩側連結ベルト４２が使
用者Ｍの脇腹に沿って前方に移動し、肩ベルト１５が肩側連結ベルト４２によって下方に
引っ張られる（図５（ｅ））。これにより、各肩ベルト１５が、それぞれＸ字状の背ベル
ト３０側へ移動され、使用者Ｍの両肩が半強制的に開かれる（すなわち使用者Ｍの肩胛骨
同士が接近する）。
【００４５】
　次に、図６（ａ）～（ｄ）を用いて、ベビーキャリア装置１０に乳児Ｂを乗せる際の作
用について述べる。まずベビーキャリア本体２０のストッパー２５を解除する。次いで、
調整紐２４を緩めることにより、背中保持部２１の左右の幅を広げておく（図６（ａ））
。
【００４６】
　その後、乳児Ｂの両足を一対の足ぐりベルト２２によって形成された挿通孔２２ａに通
すとともに、乳児Ｂの尻部を臀部保持部２３に乗せる（図６（ｂ））。
【００４７】
　その後、調整紐２４を引っ張り、背中保持部２１の左右の幅を適当な位置まで縮める。
また、ストッパー２５を効かせ、ストッパー２５を調整紐２４の所定位置に固定し、背中
保持部２１の幅を一定に保持する。このようにして、使用者Ｍは、乳児Ｂをベビーキャリ
ア装置１０のベビーキャリア本体２０に保持し、使用者Ｍの正面で乳児Ｂを抱っこするこ
とができる（図６（ｃ）（ｄ））。
【００４８】
　このように本実施の形態によれば、各連結ベルト４０を縮ませることにより、対応する
肩ベルト１５をＸ字状の背ベルト３０側へ移動させ、使用者Ｍの両肩を開くことができる
。したがって、乳児Ｂを抱っこして乳児Ｂの体重を両肩に受けている場合であっても、使
用者Ｍの両肩が前傾せず、使用者Ｍの姿勢を良好に維持することができる（図７（ａ））
。
【００４９】
　これに対して、比較例として、上述した図５（ｄ）に示すステップにおいて、一対の本
体側連結ベルト４１の端部４１ａを使用者Ｍの内側前方に引っ張らなかった場合を想定す
る。この場合、図７（ｂ）に示すように、乳児Ｂをベビーキャリア本体２０に乗せた際、
乳児Ｂの体重によって使用者Ｍの両肩が前傾して猫背となり、使用者Ｍの姿勢が悪くなっ
てしまう。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施の形態によるベビーキャリア装置の正面図。
【図２】本発明の一実施の形態によるベビーキャリア装置の背面図。
【図３】ベビーキャリア本体の臀部保持部を示す拡大図。
【図４】バックル周囲の拡大図。
【図５】使用者がベビーキャリア装置を着用するステップを示す図。
【図６】ベビーキャリア装置に乳児を乗せるステップを示す図。
【図７】連結ベルトを縮ませた場合と縮ませなかった場合とで、使用者の姿勢を比較する
図。
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【符号の説明】
【００５１】
　１０　　　　ベビーキャリア装置
　１５　　　　肩ベルト
　２０　　　　ベビーキャリア本体
　２１　　　　背中保持部
　２２　　　　足ぐりベルト
　２３　　　　臀部保持部
　２４　　　　調整紐
　２５　　　　ストッパー
　２６　　　　連結片
　２７　　　　連結ファスナー
　２８　　　　連結ホック
　３０　　　　背ベルト
　４０　　　　連結ベルト
　４１　　　　本体側連結ベルト
　４２　　　　肩側連結ベルト
　４３　　　　バックル
　４３ａ　　　オス側バックル
　４３ｂ　　　メス側バックル
　４４　　　　バックルサポーター

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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